
令和６年１１月定例会議

１ 期　　日 令和６年１１月２8日（木）　　開会　午後３時１５分

　　　　　　　　　　 　　　　閉会　午後３時４０分

２ 場　　所 栗源市民センターさつき館　２０１研修室

３ 出席委員 教育長　　　　　　堀　越　　　洋

教育長職務代理者　熱　田　　　昇

教育委員　　　　　伊　藤　博　和

教育委員　　　　　鳥　次　由紀子

４ 欠席委員 教育委員　　　　　芦　田　優　子

５ 傍聴者 なし

６ 出席職員 教育次長　　　　　　　　　　　本　宮　茂　幸

教育総務課長　　　　　　　　　木　内　英　子

学校教育課長　　　　　　　　　高　橋　　　進

生涯学習課長　　　　　　　　　伊　藤　教　文

生涯学習課副参事　　　　　　　菅　生　和　代

香取市学校給食センター所長　　武　田　　　尚　

教育総務課教育総務班長　　　　大八木　奈津子

７ 開会宣言 堀越　教育長

８ 会議録署名人の指名 熱田　委員　　　鳥次　委員　　　

９ 前回会議録の承認 令和６年１０月定例会議録を承認

　

香取市教育委員会会議録
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１０ 教育長報告

教育長 １０月後半から１１月は非常に多くの行事がありましたので、抜粋して書
面を作成させていただきました。その中から一つだけ報告させていただき
たいと思います。

１１月２２日開催のＢ＆Ｇ全国教育長会議について報告させていただきま
す。テーマは部活動の地域移行についてでした。
Ｂ＆Ｇの施設がある、全国の２４２自治体から教育長が集まって研修を行
いました。その中の長野県飯田市ですが、こちらは部活動の地域移行が非
常に進んでおり、前飯田市教育長より現在行っていることについての報告
がありました。

全国的に部活動の地域移行はなかなか進んでいないというのが現状です。
進んでいない現状についてどのようにとらえるかですが、一つは手段が目
的化していることです。本来の目的は、部活動の地域移行をした後に、子
どもたちのための文化活動・スポーツ活動を創造することが目的であるの
に、地域移行そのものが目的化している。そういった地域移行の理想の形
が共有されていないと、教職員の負担を地域で受け持つというイメージが
出来上がってしまうのではないかとのことでした。
ちなみにですが、これからは「地域移行」を「地域展開」という言葉で
使っていくそうです。

それから、理想の姿（地域移行した後の姿）を大人だけで決めていない
か、子どもの意見が尊重されているのかという話がありました。３万人に
アンケートを取ったところ、子どもたちの意識はかなり変わってきてお
り、より満足する活動になるためにはという問いに「より勝利を目指す」
が約３１パーセント、それに対して「勝敗や入賞などにこだわらず気軽に
楽しむ」が３３パーセントということでした。段々、子どもたちの思考や
ニーズが変化してきているのに対して、大人が今までの価値観や固定観念
だけでは進めていくのは困難であるという話もありました。

また、全ての子ども、教職員、保護者が対象となっているかとの話もあり
ました。今までは部活を熱心にやっている子どもたちを主な対象にしてき
ましたが、そればかりでなく運動が苦手な子、学校になじめない子、配慮
を要する子、経済的に厳しい子、そうした子供たちすべてを対象として地
域移行を進めていくべきではないかとのことでした。

さらに、地域移行が子供たちの「部活動」を「地域コミュニティ活動」へ
昇華し、それがやがて「魅力あるまちづくり」に発展していくのではない
かという話もありました。

これを受けてというわけではないですが、香取市の地域移行の話が昨日あ
りました。ガイドラインを作成したのですが、前述にもあります「すべて
の子どもたちを対象としている」という文言をガイドラインの中に表現し
たところです。なかなか指導者がいないという問題がありますけれども、
その根本としての「地域の子は地域で育てる」という発想のもと、指導者
を高校生から高齢者まで、全部を対象にしたらどうかという話がありまし
た。
今までの部活動の指導者というものは、ひとつは専門家もうひとつは教育
的な支援者ということで色々な役割を持っていましたが、各々に振りわけ
て募集したらどうか、一つの自治体だけでなくて広域で人材を確保したら
どうかという話がありました。昨日の部活動の会議の中でも、香取市の中
だけでなく神崎町、多古町、東庄町と広域連携しながら進めていきましょ
うという話が出ていました。また、教員の中でも部活動をやってみたいと
いう教員が調査時に２割程度いたそうです。そうした教員の力も借りなが
ら進めていったらどうかという話があり、非常に参考になりましたので報
告させていただきます。

他の公務報告につきましては書面での報告とさせていただきます。
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１１ 議決事項

議案第１号 令和６年度香取市一般会計補正予算（第４号）(教育費関係予算)の提出の
申出について

教育長 議案第１号「令和６年度香取市一般会計補正予算（第４号）(教育費関係
予算)の提出の申出について」、事務局から説明をお願いいたします。

教育総務課長 議案第１号 令和６年度 香取市一般会計補正予算第4号（教育費関係予
算）の提出の申出についてご説明いたします。
本件は、令和６年１２月香取市議会定例会に提出する、教育費関係の補正
予算です。議案書５ページから２４ページとなります。
まず、議案書６ページから７ページをご覧ください。　
「繰越明許費補正」とありますのは、わらびが丘小学校屋外運動場排水整
備工事を実施するにあたり適切な工期を確保するため、設定するもので
す。
次の「債務負担行為補正」は、令和7年度から「旧学校施設自家用電気工
作物保安業務委託・小学校自家用電気工作物保安業務委託・中学校自家用
電気工作物保安業務委託」の契約をするため設定するものです。
また、学校給食材料購入費については、物価高騰に伴う食材価格の変動を
うけ、食材確保に期間を要するため、年度内に安定した財源を確保し契約
をするため設定するものです。
続きまして「地方債補正」は、わらびが丘小学校排水対策業債の限度額を
設定するものです。

それでは、歳出予算から申し上げます。１２ページから２１ページをご覧
ください。
今回、県の人事委員会勧告等に準じまして、それぞれの事業費の中の給
料・職員手当・共済費が過不足したものでございます。そのために歳出を
追加いたしました。
１４ページ１５ページの小学校施設整備事業７０，０００千円につきまし
ては、わらびが丘小学校排水工事にかかる経費となります。なお、この経
費の財源はわらびが丘小学校排水対策事業債が充当されております。歳入
の説明時に申し上げます。
２０ページ２１ページのスポーツセンター管理費３２５千円につきまして
は、スポーツコミュニティーセンターの燃料費と光熱水費が不足したため
予算を追加しました。
つづいて、一番下段になります学校給食事業費賄材料費３３，１９４千円
につきましては、物価高騰に伴う賄材料費に要する予算を追加しました。

続きまして歳入について、申し上げます。
１０ページ１１ページにお戻りいただきまして、雑入に発掘調査にかかる
費用として、県から民間開発発掘調査負担金９５８千円を負担金として補
正いたしました。
教育債小学校債小学校施設整備事業工事請負費７０，０００千円につきま
しては、歳出で申し上げました、わらびが丘小学校排水工事の財源に充て
るために地方債を借り入れいたします。
説明は以上でございます。

教育長 事務局からの提案理由の説明が終わりました。
それでは、議案第１号について質疑に入ります。
質問等ございませんか。
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委員・質疑 わらびが丘小学校排水対策事業７０，０００千円とはどういったもので
しょうか。

教育総務課長 当該小学校の屋外運動場は大雨になった際には冠水して、長期間にわたり
その状況がずっと続いてしまいます。そのために学校活動に支障が生じて
おります。また、学校の南側に民地がございまして既に重大な被害が及ん
でいるということで、環境整備と近隣住民のための災害防止、両方のため
の排水整備を実施するところです。

委員・質疑 わらびが丘小学校を作った時に、前面の道路をきれいに作りましたよね。
校舎の内側でなく、グラウンドのところですか。

教育総務課長 はい。雨が降ると時間が経っても雨水が引かない状態です。また、隣の民
地にも水が流れてしまっているので７０，０００千円は大きい金額です
が、その部分を整備する工事です。

委員・質疑 わらびが丘小学校を作る前の中学校の時からそうだったのですか。使って
いない間になってしまったのでしょうか。

教育次長 以前はグラウンドの勾配がほぼフラットだったので、真ん中に水が溜ま
りっぱなしの状態が続いていました。
わらびが丘小学校を作る際にグラウンドの傾斜を南側に落とすように直し
たところ、南側の民地にまで水が流れるようになってしまいました。
グラウンド表面の厚さ１０センチメートルぐらいが固まっていて、水が染
み込まない状態ですので、今回はその部分を土壌改良します。基本的に排
水先がないので、グラウンド内で浸透させようという仕組みの工事です。
もちろん、手洗いなどの水の排水先はあります。
おっしゃっていた道路の排水ですが、排水がなくて現在計画中です。排水
ができるまで数年先になってしまい、民地の方にご迷惑をかけるわけにも
いかないものですので。

委員・質疑 小学校と中学校の自家用電気工作物保安業務委託はかなり大雑把な金額で
すがどういうものでしょうか。壊れた場合、この限度額の中で修理すると
いうことでしょうか。それとも年間いくらというような契約なのでしょう
か。

教育総務課長 毎月検査が１回ずつと年に１回法定検査があるというところで、この限度
額を決めています。旧学校施設は３施設、小学校は１５施設、中学校は７
施設あります。

教育長 それでは、議案第１号「令和６年度香取市一般会計補正予算（第４号）
(教育費関係予算)の提出の申出について」、採決します。
賛成の方は挙手を願います。

委員・審議 全員賛成

教育長 全員賛成と認め、議案第１号は原案のとおり可決しました。
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１２ 報告事項

報告第１号 香取地区連携共同実施連絡協議会設置要綱の制定について

教育長 報告第１号「香取地区連携共同実施連絡協議会設置要綱の制定につい
て」、事務局から説明をお願いいたします。

学校教育課長 報告第１号「香取地区連携共同実施連絡協議会設置要綱の制定について」
ご説明させていただきます。

千葉県では、各校の事務職員が集まり確認しながら共同で学校事務を行う
仕組みがあり、これを「共同実施」と呼びます。
その運営方法や業務内容は、組織の規模や地区の実情によって違いが生じ
ていますが、香取地区では、学校の統廃合等により共同実施組織がさらに
小規模となったため、市町を超えた共同実施組織の運営がより必要となっ
ています。
そこで、正確かつ適切な学校事務の水準を維持するため、香取地区１市３
町で協定を結び、市町を超えて連携し、共同実施を行うこととなりまし
た。
本件は、令和６年１０月１５日に締結された協定書に付随し、連携共同実
施を運営する組織、連絡協議会の設置に関する要綱の内容を報告させてい
ただくものです。

教育長 他市町の事務職員が一緒になって点検作業とか帳簿の確認作業をするもの
です。
ただいまの報告について、質問等ございませんか。

委員 ありません。

教育長 以上で報告第１号は終わります。

１３ 協議事項

協議第１号 令和６年度教育委員会学校等訪問(栗源小学校)について

教育長 協議第１号「令和６年度教育委員会学校等訪問(栗源小学校)について」、
本日栗源小学校を訪問していただきました。先ほどご協議いただきました
が、他にご意見等ございませんか。

委員・意見 小学校で先生方は書き順はあまり気にしないものなのでしょうか。昔は書
き順を気にしてましたが、今はそうでもないのでしょうか。

学校教育課長 そのようなことはありません。新出漢字は特に、新しく習うときにしっか
りと教えることを基本としております。

委員・意見 先生が違う書き順で書いてしまうと、生徒さんたちはどちらが正しいのか
わからなくなってしまうので、気にしていただきたいと思います。
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委員・意見 毎回ですが、小規模校に行くと羨ましい思うのと感動もしてしまいます。
先生方の目の行き届き方が違うと感じます。
低学年を見ていて感じたのですが、補助の方は指導はしないのですか。

学校教育課長 今日いた方々は支援員なので、指導はしません。

委員・意見 香取市独自の教育として、１・２年生は１クラス人数は半分で、香取市の
子どもたちはこのように学べていますよと示すのも良いのではないでしょ
うか。

教育長 市によっては人を入れているところもあります。これから高学年になって
くると教科で人を入れるような方向になっていくと思いますので、そう
いったことも活用しながら、なるべく少ない人数でできるようなことを考
えていきたいと思います。

以上で、協議第１号「令和６年度教育委員会学校等訪問(栗源小学校)につ
いて」、協議を終了します。

１４ その他 　　

教育長 委員の皆様から何かありますか。

委員 ありません。

教育長 事務局から何かありますか。

教育総務課長 １２月定例教育委員会議について

１５ 閉会宣言 堀越　教育長
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